
名古屋市では、名古屋市内に本社機能等を移転又は新たに開設
する企業に対して、その事業に要する経費の一部を助成します。

申 請 期 限

対 象 企 業

本社機能等

■賃借型　  建物の賃貸借契約締結日の30日前まで
■所有型　  建築工事契約の締結日の30日前まで　

または建物の売買契約締結日の30日前まで

全　業　種
（法人格取得後、５年以上の企業が対象となります。）

研究開発において重要な役割を担うもの

調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、
国際事業部門、その他管理業務部門（総務・経理・人事）事 務 所

研究施設
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